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（住宅・土地統計調査） 

審査メモで示された論点に対する回答② 

 

１ 住宅・土地統計調査の変更 

（２）報告を求める事項の変更 

ウ 把握対象の変更及び「現住居以外の住宅」の追加〔調査票甲〕 

エ 把握対象の変更、「現住居以外の住宅（空き家）」の追加等〔調査票乙〕 

（論点） 

 １ 現住居以外で所有している住宅について、「居住世帯のある住宅」に係る所有戸数に

ついて、用途別（親族居住用、二次的住宅・別荘用、貸家用及びその他）の所有割合の

経年変化はどうなっているか（平成15年、20年及び25年の過去３回分の調査結果）。〔調

査票乙関係〕 

２ 本調査事項の結果は、行政施策等において具体的にどのように利活用されたのか。ま

た、今回新たに把握する調査結果はどのような利活用が見込まれているか。〔調査票甲

及び調査票乙関係〕 

３ 試験調査において、今回の変更内容を踏まえた形で調査しているが、各調査事項の記

入状況（未記入率）はどのようになっているか。 

  また、試験調査に併せて調査対象世帯に対して実施したアンケート調査により、本調

査事項の記入のしやすさ等について把握しているが、その結果はどのようになっている

か。〔調査票甲及び調査票乙関係〕 

４ 空き家を２件など複数所有している場合、調査票乙では「持ち分」としてその実態を

記入する形となっている一方で、調査票甲では、保有件数に関係なく、「所有の有無」

「住宅の種類」を記入する形となっており、必ずしも空き家の実態が把握できないよう

にも思われる設計となっている。このような把握方法を採っている理由は何か。また、

空き家の所有実態をより的確に把握する上で問題はないのか。〔調査票甲関係〕 

５ 空き家に関する情報について、本調査以外に把握している統計調査、行政記録情報等

としてどのようなものがあるか（それぞれの概要等）。また、それぞれが必要な情報を

把握・提供している中で、本調査は、空き家を把握する統計調査や施策の中でどのよう

な位置づけにあるのか（どのように位置づけられているか。）。〔調査票甲及び調査票

乙関係〕 

また、今回調査の企画に当たって、国や地方公共団体における空き家対策の推進や連

携等が図られているか。〔調査票甲及び調査票乙関係〕 

６ 本調査事項のうち、床面積の合計（延べ面積）について、これまでの調査結果（過去

３回分）及び利活用の状況等を踏まえ、本調査事項を削除しても支障等はないか。〔調

査票乙関係〕 

 

 

 

 

 

資料２ 
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（回答） 

１ 以下のとおり。 

【現住居以外に所有する住宅の有無、所有する住宅の主な用途、所有する住宅数別普通世帯数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ マルチハビテーション（１世帯複数住宅居住）などの居住形態の多様化の実態を明ら

かにするデータとして利活用されている。 

  また、今回の変更により、「居住世帯のある住宅」、「居住世帯のない住宅（空き家）」

ごとに、世帯がどのような用途で所有しているかを把握することが可能となり、低・未

利用の土地・不動産ストックの有効利用の検討を行う際の基礎資料となる。 

３ 本年７月に実施した住宅・土地統計調査試験調査における各調査事項の記入状況は、

下表のとおりであり、おおむね回答されていることが確認できたところ。 

  また、紙の調査票で回答した世帯に対して実施したアンケート結果において、記入し

やすいと回答したのは40.8％、記入しにくいが7.5％、どちらでもないが16.2％、不詳が

35.6％であり、記入に当たって、約６割の世帯は特に不都合を感じていないとの結果が

みられた。 

  これらのことから、調査結果の正確性の確保等の観点から適切なものになっていると

判断している。 

（単位：世帯） 
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【平成30年住宅・土地統計調査試験調査結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 調査票甲については、昭和23年に住宅統計調査開始以来の現住居の状況を把握する調

査項目を、調査票乙については、平成10年から土地基本調査世帯調査（国土交通省所管）

の現住居以外に所有する住宅・土地などの調査項目を加え、土地基本調査世帯調査実施

時の標本数（住宅統計調査の６分の１）により、記入者負担軽減に配慮した調査を行っ

てきたところ。 

  しかし、平成20年住宅・土地統計調査の結果において、国土交通省より調査票乙の土

地の面積の過小推計の指摘があったことから、現住居以外の土地の面積等の推計を行う

際のベンチマークとして活用するため、平成25年住宅・土地統計調査の際、調査票甲に

現住居以外に所有する土地の有無・種類を把握する調査項目を新規に追加したものであ

る。 

  これらのことから、調査票甲においては、記入者負担軽減に配慮し、現住居以外に所

有する住宅・土地にかかる調査項目は最小限としているものである。 

  なお、現住居以外の住宅を所有する世帯数については、調査票甲乙を合わせて、所有

する住宅の種類別に把握すること、また調査票乙については、世帯が所有する空き家数、

空き家のうち利活用状況が不明の「その他」の空き家の件数を把握することが可能とな

る。 

５ 空き家に関する調査は、主に以下のものがある。 

  ・空家実態調査（国土交通省） 

    昭和55年から５年ごとに実施されており、直近の平成26年度調査では、住宅・土

地統計調査で把握された戸建て空き家から無作為に抽出した12,000程度を対象と

して調査を実施。 

  ・空き家実態調査（地方公共団体） 

    「空家等対策の推進に関する特別措置法」の施行により、地方公共団体ごとに空

家等対策計画の策定が推進され、悉皆等による空家の実態把握調査を実施。 

  このように、全国規模で空き家に係る調査を実施し結果数値を公表しているのは、住

宅・土地統計調査だけであり、標本数も多いことから、市町村での表章も可能となって

（単位：件数） 

（単位：件数） 
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いるところ。これにより、国土交通省や地方公共団体における空き家対策の導入として、

住宅・土地統計調査の結果数値を用いて問題点の指摘、分析等が行われている。 

  また、今回の平成30年住宅・土地統計調査においては、世帯における空き家の所有状

況等を把握する調査事項を追加することにより、利活用状況が不明の「その他」の空き

家の質が把握可能となり、「住生活基本計画」（平成28年３月18日）における空き家の

除却・推進にかかる政策の企画立案の基礎資料となる。 

６ 現住居以外の住宅の床面積に係る調査結果は、下表のとおり。 

  国土交通省からも、調査票乙の調査事項である「現住居の敷地以外に所有する宅地」

で面積を把握していることから、当該項目については政策的必要性は低いという回答で

あったこと、また、調査票の設計と記入者負担軽減の観点から、当該項目を削除するこ

ととしたもの。 

【現住居以外に所有する住宅の延べ面積別普通世帯数及び主世帯数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 居住世帯のない住宅（空き家）「その他」の所有状況を把握する調査事項の追加〔調

査票乙〕 

（論点） 

１ 試験調査において、今回の変更内容を踏まえた形で調査しているが、各調査事項の記

入状況（未記入率）はどのようになっているか。 

また、試験調査に併せて調査対象世帯に対して実施したアンケート調査により、本調

査事項の記入のしやすさ等について把握しているが、その結果はどのようになっている

か。 

２ 「調査票の記入のしかた」について、具体的にどのような工夫等を行う予定か（現時

点におけるイメージ案）。 

３ 試験調査やアンケート結果等も踏まえ、今回の変更内容は、本調査事項に係る調査結

果の正確性の確保等の観点からみて、十分かつ適切なものとなっているか。 

（回答） 

１ 本年７月に実施した住宅・土地統計調査試験調査における各調査事項の記入状況は、

下表のとおりである。「居住世帯のない住宅（空き家）」のその他を所有していると回答

した世帯20件のうち、未記入であったのは各調査事項とも３件以内であり、おおむね回

答されていることが確認できたところ。 

  また、紙の調査票で回答した世帯に対して実施したアンケート結果において、わかり

やすいと回答したのは32.6％、わかりにくいが16.7％、不詳が50.7％であり、アンケー

トに回答があった世帯としては、わかりやすいと回答した世帯がわかりにくいと回答し

た世帯より多い結果であった。 

（単位：世帯） 
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【平成30年住宅・土地統計調査試験調査結果】 

 

 

 

  ２  

３ （理由やデータなど）・・・・・・・・・・・・・・からみて、有用な情報を把握でき

るものとなっており、十分かつ適切なものとなっていると考える。 

 

 

 

 

２ 本年７月に実施した住宅・土地統計調査試験調査の「調査票の記入のしかた」におい

て、別紙「席上配布資料」のとおり記載をしたところ、前述のとおり、「居住世帯のない

住宅（空き家）」のその他を所有している世帯において、おおむね記入されていた。 

３ 前記ウ及びエの回答５において整理しているとおり、当該調査事項は、利活用状況が

不明の「その他」の空き家の質が把握可能となり、「住生活基本計画」（平成28年３月

18日）における空き家の除却・推進にかかる政策の企画立案の基礎資料となる有用なもの

であり、また、試験調査の結果等も踏まえ、適切なものになっていると考える。 

 

 

カ 「時期」に係る選択肢区分（年次区分）の変更〔調査票甲及び調査票乙〕 

（論点） 

 １ 本調査事項について、データ面での経年変化はどうなっているか（平成15年、20年及

び25年の過去３回の調査結果）。 

２ 本調査事項における選択肢区分（年次区分）は、どのような考えに基づき設定されて

いるか。建築時期について、建築基準法の大規模改正時期との整合性は図られているか。 

３ 本調査事項から得られたデータは、行政施策等において具体的にどのように利活用さ

れているのか。 

４ 過去の調査結果（年次区分別の分布状況）や利活用の状況等を踏まえ、年次区分の統

合による支障等は生じていないか。 

特に、現住居の敷地以外に所有する宅地など（農地及び山林を除く。）の取得時期について、

「昭和45年以前」と一括りとしているが、利活用等の観点からみて支障等はないか。 

（回答） 

１ 以下のとおり。 

【建築時期別住宅数】 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：件数） 
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【家計を主に支える者の入居時期別普通世帯数】 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【敷地の取得時期別所有地及び借地に居住する主世帯数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：戸） 

（単位：世帯） 

（単位：世帯） 



 

7 

【宅地の取得時期別現住居の敷地以外の宅地などを所有する普通世帯数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 直近５か年分については、前回調査以降に発生した状況を把握するため、各年の選択

肢区分としている。前回調査以前については、住宅を建築する際の基準が示されている

「建築基準法」の改正のあった前後の比較・分析を可能とするため、国土交通省と調整

の上、当該改正年次＊を考慮した選択肢区分を設定している。 

   ＊ 昭和25年：建築基準法の制定年 

     昭和56年：「新耐震基準」導入年 

     平成12年：木造建築物の接合部等の基準の明確化等の実施年 

 ３ 「住生活基本計画」における「観測・実況指標」の滅失住宅の平均築後年数や住宅の

滅失率を試算する際のデータ、耐震性を有する住宅ストック数、「建築基準法」改正前

後の比較や法改正を行う際の基礎資料などとして利活用されている。 

 ４ 上記１のとおり、今回統合する年次区分のデータについて、過去３回の調査結果の推

移を見ても、住宅数は減少してきていること、また、上記２のとおり政策的活用の必要

性の低い年次区分であることから、統合しても支障はないと判断したもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：世帯） 
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キ 「居住室」及び「床面積」の記入対象部分の図示〔調査票甲及び調査票乙〕 

（論点） 

 １ 各調査事項について、データ面での経年変化はどのようになっているか（平成15年、

20年及び25年の過去３回の調査結果）。特に、平成20年調査の結果に比べて、平成25調

査結果はどの程度変化しているのか。また、その具体的な要因等については、どのよう

に分析しているか。 

２ 前回調査における両調査事項の記入状況（誤記入率）は、それぞれどのようになって

いるか。 

３ 本調査事項から得られたデータは、行政施策等において具体的にどのように利活用さ

れているか。 

４ 「平成 30年住宅・土地統計調査試験調査」（今回の変更内容を踏まえて今年６月から

７月に実施した一般統計調査。以下「試験調査」という。）において、両調査事項の記

入状況（未記入率）はどのようになっているか。また、試験調査に併せて調査対象世帯

を対象に実施したアンケート調査（以下「アンケート調査」という。）における本調査

事項の記入状況等に関する結果はどうか。 

５ 「調査票の記入のしかた」について、記載内容の拡充を図るとしているが、具体的に

どのような工夫等を行う予定か（現時点におけるイメージ案）。 

６ 試験調査やアンケート結果等を踏まえ、今回の変更内容は、本調査事項に係る調査結

果の正確性確保等の観点から、十分かつ適切なものとなっているか。 

（回答） 

１及び２ 調査結果は、以下のとおり。 

【居住室数別普通世帯数】 

 

 

【畳数別普通世帯数】 

 

 

 

 

 

 

平成25年調査時に、「居住室」の調査事項において「平方メートル」単位による回答

も可能としたところであるが、当該単位記入のなかった平成15年調査から20年調査にお

ける延べ面積に占める居住室の広さの割合が「90％以上」割合の増加率は1％であったの

に対し、平成20年調査から25年調査における増加率は3.53ポイントと大幅な増加となっ

た（下表１参照）。 

そこで、「居住室」と「床面積」における世帯が回答の際に用いた単位の組み合わせ

（居住室×床面積の４パターン（畳×㎡、畳×坪、㎡×㎡、㎡×坪））の「90％以上」

となっている割合を確認したところ、「㎡×㎡」記入の世帯が52.8％と５割を占めてい

た。一方、「畳×㎡」記入の世帯も34.3％と３割となっており（下表２参照）、２つの

記入欄の回答する範囲の違いについて文字だけでは理解されにくい状況であると分析し

（単位：世帯） 

（単位：世帯） 
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たところ。 

３ 「住生活基本計画」において成果指標等として定められている「最低居住面積水準」

及び「誘導居住面積水準」の算出データなどとして活用されている。 

４～６ 前記１の分析結果に基づき、29年７月に実施した試験調査において、視覚的に分

かりやすいよう回答する範囲を色づけした図を入れることとした。併せて「調査票の記

入のしかた」に、調査票と同様の図を入れ回答する範囲を明示するとともに、記入する

単位で世帯が記入に迷うことがないよう「面積の単位換算早見表」が「調査票の記入の

しかた」の最終ページにあることを明記した（別紙「席上配布資料」参照）。その結果、

平成25年調査の「90％以上」の割合は9.2％であったのに対し、今回の試験調査では9.3％

であり、試験調査は市町村や統計局などにおける審査事務を行っていないが、審査事務

を行った平成25年調査の「90％以上」の割合とほぼ同じ割合となった（下表３参照）。 

また、試験調査で紙の調査票で回答した世帯に対して実施したアンケート結果は、「居

住室」について記入しやすいと回答したのは52.5％、記入しにくいが25.9％、どちらで

もないが14.4％、「床面積」について記入しやすいと回答したのは42.3％、記入しにくい

が34.8％、どちらでもないが15.2％であり、いずれの調査事項も記入に当たって特に不

都合に感じていない世帯が多く、６割弱から７割弱となった。 

  これらのことから、２つの記入欄の回答するべき範囲について世帯の理解が進んでい

ると考えており、調査結果の正確性の確保等の観点から適切なものになっていると判断

している。 

【表１ 延べ面積に占める居住室の広さの割合別世帯数】 

 

 

 

 

【表２ 回答に用いた単位の組合せ別延べ面積に占める居住室の広さが90％以上の割合】 

 

 

 

 

 

【表３ 延べ面積に占める居住室の広さの割合別世帯数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：世帯） 

（単位：世帯） 
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ケ 「住宅の建て替え・新築・購入などの別」の選択肢区分の分割等〔調査票甲及び調査

票乙〕 

（論点） 

 １ 本調査事項について、データ面での経年変化はどうなっているか（平成15年、20年及

び25年の過去３回分の調査結果）。 

２ 本調査事項から得られたデータは、行政施策等において具体的にどのように利活用さ

れたのか。 

３ 中古住宅の購入に係る選択肢区分の分割により把握した調査結果は、具体的にどのよ

うな行政施策等への利活用が見込まれるのか。 

４ 「リフォーム後の住宅」について、「引渡し前１年以内にリフォームがされた住宅」

と定義するのはどのような考え方等によるものか。利活用等の観点からみて適切か。ま

た、例えば、購入した中古住宅のリフォームが１年よりも前になされていた場合、どの

選択肢に記入することになるのか。 

（回答） 

 １ 以下のとおり。 

【住宅の建て替え・新築・購入などの別持ち家数】 

 

 

 

 

 ２ 「住生活基本計画」において成果指標等として定められている「既存住宅流通量」の

算出データなどとして活用されている。 

３ 「住生活基本計画」（平成28年３月18日）において、住宅ストックビジネスの活性化、

リフォーム市場規模の拡大などが掲げられたことから、中古住宅の普及促進のために、

どのような形態の中古住宅が市場に求められているのかを判断する基礎資料等としての

利活用が見込まれる。 

４ リフォームした場合には「不動産の表示に関する公正競争規約施行規則」（公正取引

委員会認定）において、リフォーム等の内容及び時期を明示することと定めはあるが、

リフォーム後の期間に特段決まりはない。同規則において、新築住宅は建築後１年以上

経過すると中古住宅という物件種別になるとされていること、また「住宅の品質確保の

促進等に関する法律」（国土交通省）においても、新築住宅は建設工事の完了の日から

起算して一年を経過したものを除くとされていることから、住宅・土地統計調査におい

ては、リフォームされてから１年以内に引渡しされた住宅という基準にしたところ。 

  なお、購入した中古住宅のリフォーム時期が１年以上前の場合には、「リフォーム前

の住宅」に記入することになる。 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：世帯） 
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コ 「平成 26年１月以降の住宅の増改築 改修工事等」を把握する調査事項の変更〔調査

票甲及び調査票乙〕 

（論点） 

 １ 平成25年調査における本調査事項の結果は、どのようになっているか（東日本大震災関

係前後の調査結果の比較）。 

２ 本調査事項から得られたデータは、行政施策等において具体的にどのように利活用され

たか。 

 ３ 平成25年調査の結果及びその利活用状況を踏まえ、東日本大震災関係の選択肢区分を削

除しても支障等はないか。 

（回答） 

１ 以下のとおり（平成25年確報集計結果より）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 東日本大震災の影響により改修工事を行った住宅数が明らかになり、前記アの「東日

本大震災による転居」の調査結果と合わせ、災害による被害状況等を示すデータとして

活用されている。 

３ 平成25年調査では、調査期日が東日本大震災の発生から２年半後であったため、東日

本大震災による改修工事の実態を把握することとしたが、発生から６年以上経過してい

ること、関係府省及び都道府県から継続把握や新たな事項の把握に関する要望がないこ

と、全体的な東日本大震災に関連した復興状況については復興庁において、地域的な復

興状況については被災地域の県・市町において把握していることから、当該調査事項の

選択肢から削除することとしたもの。 

 

 

サ 現住居以外の土地の「土地の種類及び所有総数」の変更〔調査票乙〕 

シ 現住居の敷地以外に所有する農地・山林の所在地及び「面積の合計」の変更〔調査票

乙〕 

（論点） 

 １ 本調査事項について、データ面での経年変化はどうなっているか（平成15年、20年及

び25年の過去３回分の調査結果）。 

２ 本調査事項の結果は、行政施策等において具体的にどのように利活用されたのか。 

３ 試験調査において、今回の変更内容を踏まえた形で調査しているが、各調査事項の記

入状況（未記入率）はどのようになっているか。また、試験調査に併せて調査対象世帯

に対して実施したアンケート調査により、本調査事項の記入のしやすさ等について把握

図７－14 東日本大震災による被災箇所の改修工事をした持ち家数－都道府県（平成 25年） 
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しているが、その結果はどのようになっているか。 

４ 試験調査やアンケート結果等も踏まえ、今回の変更内容は、本調査事項に係る調査結

果の正確性の確保等の観点からみて、十分かつ適切なものとなっているか。 

（回答） 

 １ 以下のとおり。 

【現住居の所敷地以外に所有する土地の所在地(3区分)別１件当たり所有面積】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 国土交通省で公表している「土地基本調査」において、全国の法人における土地・建

物及び全国の世帯における土地の所有・利用状況等に関する実態を全国及び地域別に明

らかにし、土地の有効利用を的確に進める上で必要となる基礎的な資料として活用され

ている。 

３ 試験調査における各調査事項の記入状況は下表のとおりである。いずれの調査事項も

未記入率は３割以下である。世帯からの意見としては、土地関連の書類を探すのに時間

がかかったというものがあったが、記入しにくいという意見はなかった。 

【平成30年住宅・土地統計調査試験調査結果】 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：㎡） 
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４ これらのことから、調査結果の正確性の確保等の観点から適切なものになっていると

判断している。 

 

 

ソ 「敷地面積」及び「建築面積」の削除〔建物調査票〕 

（論点） 

 １ 本調査事項について、データ面での経年変化はどうなっているか（平成15年、20年及

び25年の過去３回分の調査結果）。 

２ 本調査事項の結果は、行政施策等において具体的にどのように利活用されたのか。 

３ これまでの調査結果及び利活用の状況等を踏まえ、本調査事項を削除しても支障等は

ないか。 

（回答） 

１ 以下のとおり。 

【敷地面積に対する住宅の延べ面積の合計の割合別長屋建及び共同住宅のむね数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【建築面積別長屋建及び共同住宅のむね数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 「住生活基本計画」に基づく施策を推進するために定められている「居住環境水準」

において、良好な景観の形成・保全、ゆとりある敷地規模の確保等良好な市街地環境の

（単位：むね数） 

（単位：むね数） （単位：むね数） 

※平成 20年の結果なし。 
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形成を図ることを目的とした地区の指定比率を算出する際のデータなどとして活用され

ている。 

３ 世帯調査票において把握している「床面積」、「敷地面積」において代替可能であり、

地方公共団体及び調査員における事務負担軽減のため、当該項目を削除することとした

もの。 
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（５）調査結果の公表の方法及び期日の変更 

（論点） 

１ 今回の集計体系の見直しはどのような考えによるものか。従前の「速報」「確報」に

よる公表と比べてどのようなメリットがあるのか（デメリットはないのか。）。 

２ 集計体系の見直しに伴う第１段から第４段の具体的内容はどのようなものか（集計区

分、集計内容、集計対象、表章地域、公表予定、結果の公表等）。 

３ 今回の集計体系の見直しによって、例えば、平成25年調査の「速報」の結果表と今回

の第１段から第４段の結果表の再編後の対応状況はどのように変わるのか（現時点にお

けるイメージ案）。 

４ 今回の集計体系の見直しによって、住宅・土地統計体系及び結果の公表・結果等の一

覧の状況はどのように変更するのか（現時点におけるイメージ案）。 

（回答） 

 １ 「公的統計の整備に関する基本的な計画」において、結果表の迅速な公表が言われて

いるところであり、公表のあり方を検討し集計体系の見直しを行ったところである。速

報結果では、「建物調査票」をベースとした「住宅数概数集計」として整理し、その後、

順次、確報結果では、住宅及び世帯に係る基本的な結果として「住宅及び世帯に関する

基本集計」、住宅の構造等に係る詳細な結果及び世帯所有の空き家に関する所有状況とし

て「住宅の構造等に関する集計」及び土地にかかる詳細な結果として「土地集計」の集

計区分を４つに区分し整備した結果、前回の速報結果より４か月程度早期に公表するこ

とが可能となり、利用者ニーズに対応することができると考えている。 

 

 ２ 集計体系の見直しに伴う第１段から第４段の具体的内容は、以下のとおり。 
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 ３ 平成25年調査と今回調査の集計事項の対応状況は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４ 今回調査における集計事項の新規、変更、継続の状況については、変更承認申請資料

の別添５「集計事項一覧（案）」のとおり。 
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（６）集計事項の変更 

（論点） 

１ 調査事項の追加、削除等に伴い、集計表の表章（様式）は具体的にどのようになるの

か。既存の調査事項の場合は、現行の集計表と変更後の様式のイメージはどのようなも

のとなるのか（主要な集計表）。 

２ 集計事項の整理に当たり、どのような考えにより利活用ニーズの低い集計表と判断し

たのか。 

３ 作成される集計表については、調査結果の利活用の観点からみて、十分かつ適当なも

のとなっているか。 

（回答） 

１ 別添「結果表様式イメージ」のとおり。 

２ 本調査における集計事項は、調査事項の削除による集計表の削除、また、調査事項の

削除による既存の集計表との統合、住環境に関する調査事項を住宅数・世帯数の集計表

として統合することにより整理し、集計表数の削減を行ったところである。 

 ３ 前述２のとおり、効率的な集計表の提供を行うこととしているところであり、調査結

果の利活用の観点からみて特段の支障等は生じないものと考えている。 

  

 



平成30年住宅・土地統計調査
調査事項の変更等に伴う結果表様式イメージ

別添



○調査事項【現住居以外に所有する住宅の主な用途】の選択肢区分の変更に伴う結果表様式の変更について
（平成25年）第292表  世帯の種類(3区分),家計を主に支える者の年齢(12区分)･従業上の地位(8区分)･世帯の年間収入階級(10区分)･現住居の所有の関係(8区分),
         現住居以外に所有する住宅の主な用途(4区分)別普通世帯が現住居以外に所有する住宅数(住宅に同居する１人の準世帯－特掲)＜乙＞－全国

世    帯   の   種    類 ( 3区分), 総　　　数 親族居住用 二次的住宅･ 貸 家 用 そ の 他
家計を主に支える者の年齢 (12区分)･ 別 荘 用
従   業   上  の  地  位 ( 8区分)･
世帯の 年 間 収 入 階 級 (10区分)･
現 住 居 の 所有 の 関係 ( 8区分)  

全                        国  
普通世帯が 現住居以外に   1)2)3)4) 1)  家計を主に支える者の年齢「不詳」を含む。
 所  有  す る  住  宅  総  数 2)  家計を主に支える者の従業上の地位「不詳」を含む。
(その１.世帯の 種類,家計を主に 3)  世帯の年間収入階級「不詳」を含む。
 支   え   る   者  の  年  齢) 4)  現住居の所有の関係 ｢不詳｣ を含む。
　　25      歳      未 　　 満
　　25          ～        29歳
　　30      　  ～   　 　34
　　35　 　     ～     　 39   (その２.従  業  上  の  地  位) (その３.世 帯の 年間 収入 階級)
　　40　     　 ～    　　44 　　自　 　営　   　業　 　 主 　　 100　 万　 円　  未　  満
　　45　   　   ～ 　   　49 　　　農   林 ･ 漁  業  業  主 　　 100　　　　～　　　　 200
　　50　   　   ～   　 　54 　　　商   工 ･ その他の 業 主 　　 200　　　　～　　　　 300
　　55　   　   ～  　  　59 　　雇　　　  　用　  　　　者 　　 300　　　　～　　　　 400
　　60　  　 　 ～  　  　64 　　　会 社・団 体・公 社 又は 　　 400　　　　～　　　　 500
　　65    　    ～      　69 　　　 個 人 に 雇われている者 　　 500　　　　～　　　　 700
　　70  　      ～ 　     74 　　　官         公         庁 　　 700　　　　～　　　　1000
　　75      歳      以      上 　　　労　働　者　派　遣　事業 　　1000　　　　～　　　　1500
　主　　   　  世   　  　  帯 1) 　　　 所 の 　派　 遣　社　員 　　1500　　　　～　　　　2000
　　　(　　同　　　　上　)　       パ　ー　ト　・　ア ル バ 　　2000　 万　 円 　 以 　 上
　同　 　  居       世  　  帯 　　　 イ ト　・　そ 　の　 他 (その４.現 住居の 所有の 関 係）
　住宅以外の建物に居住する世帯 　　無　　　　　　　　　　　職 　　持　 　  　 ち 　 　    家
＜別  掲＞ 　　　学　　　　　　　　　　生 　　持    ち    家    以    外
住宅に同居する １人の 準世帯 　　　そ　　　　 の　　　　 他 　　　公    営    の   借   家

　　　都  市  再  生 機 構(UR)
       ・  公  社  の   借  家
　　　民     営      借     家
　　　給     与      住     宅
　　　住   宅   に    同    居
　　　住 宅 以 外 の建物に居住
　　　  自    己      所    有
　　 　 賃     貸 ・ 貸     与

（平成30年）第120表  世帯の種類(3区分)、家計を主に支える者の年齢(14区分)、従業上の地位(8区分)、世帯の年間収入階級(10区分)、現住居の所有の関係(8区分)、
         現住居以外に所有する住宅の主な用途(8区分)別普通世帯が現住居以外に所有する住宅数－全国

総　　　数 所有して
世    帯   の   種    類 ( 3区分)、 総　　　数 いない
家計を主に支える者の年齢 (14区分)、 総　　　数 親族居住用 貸 家 用 売 却 用 そ の 他 総　　　数 二次的住宅 貸 家 用 売 却 用 そ の 他
従   業   上  の  地  位 ( 8区分)、 ・別荘用
世帯の 年 間 収 入 階 級 (10区分)、
現 住 居 の 所有 の 関係 ( 8区分)   

全                        国  
普通世帯が 現住居以外に   1)2)3)4) 1)  家計を主に支える者の年齢「不詳」を含む。
 所  有  す る  住  宅  総  数 2)  家計を主に支える者の従業上の地位「不詳」を含む。
(その１.世帯の 種類,家計を主に 3)  世帯の年間収入階級「不詳」を含む。
 支   え   る   者  の  年  齢) 4)  現住居の所有の関係 ｢不詳｣ を含む。
　　25      歳      未 　　 満
　　25          ～        29歳
　　30      　  ～   　 　34

　　35　 　     ～     　 39   (その２.従  業  上  の  地  位) (その３.世 帯の 年間 収入 階級)

　　40　     　 ～    　　44 　　自　 　営　   　業　 　 主 　　 100　 万　 円　  未　  満

　　45　   　   ～ 　   　49 　　　農   林 ･ 漁  業  業  主 　　 100　　　　～　　　　 200

　　50　   　   ～   　 　54 　　　商   工 ･ その他の 業 主 　　 200　　　　～　　　　 300

　　55　   　   ～  　  　59 　　雇　　　  　用　  　　　者 　　 300　　　　～　　　　 400

　　60　  　 　 ～  　  　64 　　　会 社・団 体・公 社 又は 　　 400　　　　～　　　　 500

　　65    　    ～      　69 　　　 個 人 に 雇われている者 　　 500　　　　～　　　　 700

　　70  　      ～ 　     74 　　　官         公         庁 　　 700　　　　～　　　　1000

　　75  　      ～ 　     79 　　　労　働　者　派　遣　事業 　　1000　　　　～　　　　1500

　　80  　      ～ 　     84 　　　 所 の 　派　 遣　社　員 　　1500　　　　～　　　　2000

　　85      歳      以      上       パ　ー　ト　・　ア ル バ 　　2000　 万　 円 　 以 　 上

　主　　   　  世   　  　  帯 1) 　　　 イ ト　・　そ 　の　 他 (その４.現 住居の 所有の 関 係）

　　　(　　同　　　　上　)　 　　無　　　　　　　　　　　職 　　持　 　  　 ち 　 　    家

　同　 　  居       世  　  帯 　　　学　　　　　　　　　　生 　　持    ち    家    以    外

　住宅以外の建物に居住する世帯 　　　そ　　　　 の　　　　 他 　　　公    営    の   借   家

　　　都  市  再  生 機 構(UR)

       ・  公  社  の   借  家

　　　民     営      借     家

　　　給     与      住     宅

　　　住   宅   に    同    居

　　　住 宅 以 外 の建物に居住

　　　  自    己      所    有

　　 　 賃     貸 ・ 貸     与

⇒「年齢階級（御紹介）」、「現住居以外に所有する住宅の主な用途」に係る上記以外の
　結果表についても、同様の変更を行う。

居住世帯のある住宅 居住世帯のない住宅（空き家）
所有している



○調査事項【現住居以外に所有する住宅の主な用途（乙のみ）】の選択肢区分の変更に伴う結果表様式の変更について

（平成25年）第294表  世帯の種類(3区分),家計を主に支える者の年齢(12区分)･従業上の地位(8区分)･世帯の年間収入階級(10区分)･現住居の所有の関係(8区分),
         現住居以外に所有する住宅の有無(2区分),所有する住宅の主な用途(4区分),所有する住宅数(7区分)別普通世帯数(住宅に同居する１人の準世帯－特掲)＜乙＞－全国

総     数
 世    帯   の   種    類( 3区分),  
 家計を主に支える者の年齢(12区分)･
 従   業   上  の  地  位( 8区分)･ １ 世 帯
 世 帯 の 年 間 収入 階級(10区分)･ 総       数 0.9 戸以下 1.0～1.9戸 2.0 ～ 2.9 3.0 ～ 3.9 4.0 ～ 4.9 5.0 ～ 5.9 6.0 戸以上 当 た り
現 住 居 の 所 有の 関係( 8区分) 所有戸数

1) 3)

全　　　　　　　　　　　  国
普  通　 世 　帯  総　 数 4)5)6)7)
(その１.世　 帯 　の　 種　 類,   現 住 居
 家 計 を 主に 支える者の 年齢)   以 外 の
　　25　　  歳　　  未　　  満   住 宅 を
　　25　　　   ～　  　　 29歳   所有して
　　30　　　   ～  　　　 34   い な い
　　35　　　   ～　  　　 39
　　40　　　   ～　　  　 44
　　45　　　   ～　  　　 49
　　50　　　   ～　  　　 54
　　55　　　   ～　　  　 59
　　60　　　   ～　　  　 64
　　65　　　   ～　  　　 69
　　70　　　   ～　  　　 74
　　75　　  歳　　  以　 　 上
　主　　　　   世　  　　　 帯 4)

略

（平成30年）第121表  世帯の種類(3区分)、家計を主に支える者の年齢(14区分)、従業上の地位(8区分)、世帯の年間収入階級(10区分)、現住居の所有の関係(8区分)、
         現住居以外に所有する住宅の有無(2区分)、所有する住宅の主な用途(8区分)、所有する住宅数(7区分)別普通世帯数＜乙＞－全国

総     数
 世    帯   の   種    類( 3区分)、  
 家計を主に支える者の年齢(14区分)、
 従   業   上  の  地  位( 8区分)、 １ 世 帯
 世 帯 の 年 間 収入 階級(10区分)、 総       数 0.9 戸以下 1.0～1.9戸 2.0 ～ 2.9 3.0 ～ 3.9 4.0 ～ 4.9 5.0 ～ 5.9 6.0 戸以上 当 た り
現 住 居 の 所 有の 関係( 8区分) 所有戸数

1) 3)

全　　　　　　　　　　　  国
普  通　 世 　帯  総　 数 4)5)6)7)
(その１.世　 帯 　の　 種　 類,
 家 計 を 主に 支える者の 年齢)
　　25　　  歳　　  未　　  満
　　25　　　   ～　  　　 29歳
　　30　　　   ～  　　　 34
　　35　　　   ～　  　　 39
　　40　　　   ～　　  　 44
　　45　　　   ～　  　　 49
　　50　　　   ～　  　　 54
　　55　　　   ～　　  　 59
　　60　　　   ～　　  　 64
　　65　　　   ～　  　　 69
　　70　　　   ～　  　　 74
　　75  　      ～ 　     79
　　80  　      ～ 　     84
　　85      歳      以      上
　主　　　　   世　  　　　 帯 4)

略

  現 住 居
  以 外 の
  住 宅 を
  所有して
  い な い

⇒「年齢階級（御紹介）」、「現住居以外に所有する住宅の主な用途（乙のみ）」に係る上記以外の
　結果表についても、同様の変更を行う。

居住世帯のある住宅

総数

(同　左)

居住世帯のない住宅（空き家）

総数

(　同　　　左　) (　同　　　左　) (　同　　　左　) (　同　　　左　)

親族居住用  2) 貸　家　用  2) 売　却　用  2) そ　の　他  2)

売　却　用  2) そ　の　他  2)

現 住 居 以 外 の 住 宅 を 所 有 し て い る

総 数 2)

親族居住用  2) 二次的住宅・別荘用  2) 貸　屋　用  2) そ　の　他  2)

総 数 2)

(同　左)

二次的住宅・別荘用  2) 貸　家　用  2)

(　同　　　左　) (　同　　　左　) (　同　　　左　) (　同　　　左　)

現 住 居 以 外 の 住 宅 を 所 有 し て い る

(　同　　　左　) (　同　　　左　) (　同　　　左　) (　同　　　左　)



○調査事項【現住居以外に所有する住宅の主な用途（乙のみ）】の新設に伴う結果表様式の追加について

（平成30年）第174表　世帯所有空き家の建て方（4区分）、建築の時期(6区分)、取得方法（5区分）別
        空き家（その他）を所有する普通世帯数及び所有件数－乙

総　数 総　数

持ち家 持ち家以外 持ち家 持ち家以外

全                          国
総　　　　　　　　　　　　　数1)2)3)
　 （その１．建て方）
　　　　一  　　　戸 　　　 建
　　　　長　　　  屋  　　　建
　　　　共　 　同　　住　 　宅
　　　　そ  　　　の　　　  他

   （その２．建築の時期）
　　　　昭　和　45　年　以　前
　　　　昭和46年　～　　　55年
　　　　昭和56年　～　平成２年
　　　　平成３年　～　平成12年
　　　　平成13年　～　平成22年
　　　　平成23年　～　平成30年

   （その３．取得方法）
　　　　新　　築　・　建　　替
　　　　新　　築　の　住　　宅
　　　　中　　古　の　住　　宅
　　　　相　　続　・　贈　　与
　　　　そ　　　　の　　　　他

1)  建築の時期「不詳」を含む。

2)  取得方法「不祥」を含む

3)  複数回答であるため，内訳の合計とは必ずしも一致しない。

（平成30年）第17○表　世帯所有空き家の建築の時期（6区分）、取得方法(5区分)、建て方（4区分）別住宅数－乙

総　数 一戸建 長屋建 共同住宅 その他

全                           　 国
世帯所有空き家（その他）総数 1)2)3)4)

（その１．建築の時期）
　　　　昭　和　45　年　以　前
　　　　昭和46年　～　　　55年
　　　　昭和56年　～　平成２年
　　　　平成３年　～　平成12年
　　　　平成13年　～　平成22年
　　　　平成23年　～　平成30年
（その２．取得方法）

 　新　築 ・ 建　替
　 新 築 の 住 宅
　 中 古 の 住 宅
 　相　続 ・ 贈　与
 　そ　　 の　　 他

1)  取得方法「不詳」を含む。
2)  複数回答であるため，内訳の合計とは必ずしも一致しない。
3)  世帯の所有する空き家「不詳」を含む。
4)  建て方「不詳」を含む。

建て方（4区分）
建築の時期（6区分）
取得方法（5区分）

現住居以外の住宅を所有し
その内居住世帯のない住宅の

その他の住宅を所有する普通世帯総

現住居以外の住宅を所有し
その内居住世帯のない住宅の

その他の所有件数

現住居の所有の関係 現住居の所有の関係

建築の時期（6区分）、
取得方法（5区分）



（平成30年）第175表　世帯所有空き家の取得方法(5区分)、建て方（4区分）、建築の時期（6区分）、居住世帯のない期間（11区分）別住宅数－乙

総　数
１年未満 １年以上 ３年以上 ５年以上 ７年以上 ９年以上 11年以上

３年未満 ５年未満 ７年未満 ９年未満 11年未満 14年未満

全                           　 国

世帯所有空き家（その他）総数 1)2)3)4)

　新　   築　    ・　  　建　 　替

　　一　　　　　　戸　　　　　　建 14年以上 17年以上 20年以上 不明
　　　　昭　和　45　年　以　前 17年未満 20年未満
　　　　昭和46年　～　　　55年

　　　　昭和56年　～　平成２年 ※１

　　　　平成３年　～　平成12年

　　　　平成13年　～　平成22年

　　　　平成23年　～　平成30年 　     ※２

　　長　　　　　　屋　　　　　　建

　　 　　（　同　上　※１　）

　　共　　　 同　　  　住　 　　宅

　　 　　（　同　上　※１　）

　　そ　　　　　　の　　　　　　他

　　 　　（　同　上　※１　）

　新  築   の   住  宅

　　 　　（　同　上　※２　）

　中　古   の   住  宅

　　 　　（　同　上　※２　）

　相　　　続 　　・　 　贈　　　与

　　 　　（　同　上　※２　）

　そ　　　　　　 の　　　　　　 他

　　 　　（　同　上　※２　）

1)  取得方法「不詳」を含む。

2)  複数回答であるため，内訳の合計とは必ずしも一致しない。

3)  世帯の所有する空き家「不詳」を含む。

4)  建て方「不詳」を含む。

（平成30年）第176表　世帯所有空き家の建築時期（６区分）、取得方法(5区分)、建て方（4区分）、世帯所有空き家（4区分）、
　　　　空き家の所在地（3区分）別住宅数（大都市圏に所有する居住世帯のない住宅の所在地（再掲）、空き家の人口階級別所在地（特掲））－乙

総　数
現住居と 自県内 他県

同じ 札幌 仙台 関東 新潟
市区町村 大都市圏 大都市圏 大都市圏 大都市圏

全                            国
世帯所有空き家 （その他） 総数 1)2)3)4)
　　　　昭　和　45　年　以　前
　　　　昭和46年　～　　　55年
　　　　昭和56年　～　平成２年 　　※１ 静岡・浜松 中京 近畿 岡山 広島 北九州・ 熊本

　　　　平成３年　～　平成12年 大都市圏 大都市圏 大都市圏 大都市圏 大都市圏 福岡 大都市圏

　　　　平成13年　～　平成22年 大都市圏

　　　　平成23年　～　平成30年

　　　新　　 築 　　・　 　建　 　替
　　　　一　　　　　戸　　　　　建
　　 　　　（　同　上　※１　）
　　　　長　　　　　屋　　　　　建 人口60万 人口50万以上 人口40万以上 人口30万以上 人口20万以上 人口10万以上 人口5万以上

　　 　　　（　同　上　※１　） ※２ 以上の市区 60万未満の 50万未満の 40万未満の 30万未満の 20万未満の 10万未満の

　　　　売　　　　　却　　　　　用 市区 市区 市区 市区 市区 市区

　　 　　　（　同　上　※１　）
　　　　そ　　　　　の　　　　　他
　　 　　　（　同　上　※１　）

　　　新  築  の  住  宅
　　 　　　（　同　上　※２　） 人口5万未満 人口1万5千 人口1万5千

　　　中  古  の  住  宅 の 以上の 未満の

　　 　　　（　同　上　※２　） 市区 町村 町村

　　　相　　 続 　　・　 　贈　　 与
　　 　　　（　同　上　※２　）
　　　そ　　　　　　の　　　　　　他
　　 　　　（　同　上　※２　）

1)  取得方法「不詳」を含む。

2)  複数回答であるため，内訳の合計とは必ずしも一致しない。

3)  世帯の所有する空き家「不詳」を含む。

4)  建て方「不詳」を含む。

取得方法（5区分）、
建て方（4区分）、
建築の時期（6区分）、
居住世帯の無い期間（11区分）

居住世帯のない期間

建築時期（６区分）、
取得方法（5区分）、
建て方（4区分）、
世帯の所有する空き家（4区分）

＜特掲＞人口階級別

＜特掲＞人口階級別

空き家の所在地（続き）

空き家の所在地（続き）

＜特掲＞大都市圏（続き）
空き家の所在地（続き）

＜再掲＞大都市圏
空き家の所在地

居住世帯のない期間（続き）



○調査事項【省エネルギー設備等】の選択肢区分（表記）の変更に伴う結果表様式の変更について

（平成25年）第39表  住宅の種類(2区分),住宅の所有の関係(5区分),建て方(4区分),構造(4区分),省エネルギー設備等（7区分)別住宅数－全国,都道府県,21大都市

総　　　数
住   宅    の    種  類 (2区分),
住 宅 の 所 有 の 関 係 (5区分),
建        て         方 (4区分),
構                   造 (4区分) あ　り な　し あ　り な　し 一部の窓に な　し

1) あ　   り

全　　　　　　　　　　　 国
住　　 　宅　　　総　 　　 数 2) 1)　省エネルギー設備等「不詳」を含む。
　　　　　木造(防火木造を除く) 2)　住宅の所有の関係 ｢不詳｣ を含む。

　　　　　防 　火　　木　  造

　　　　　非　 　 木　　　 造

　　　　　そ　 　 の　 　　他

　　　　一　　　 戸　　　　建

　　　　　(　　同　　上　*1　)

　　　　長　　　 屋　　　　建

　　　　　(　　同　　上　*1　)

　　　　共　　同　　住　 　宅

　　　　　(　　同　　上　*1　)

　　　　そ　　　 の　　　　他

　　　　　(　　同　　上　*1　)

　　持　　　　 ち　　　　　家

　　  　(　  同　    上　*2　)

　　借　　　　　　　　　　 家

　　  　(　  同　    上　*2　)

　　　公 　営　 の　 借　  家
　　  　(　  同　    上　*2　)
　 　　都 市 再 生 機 構 (UR)
        ･  公  社  の  借  家
　　  　(　  同　    上　*2　)
　　　民　 　営　　借　 　 家
　　  　(　  同　    上　*2　)
　　　給　 　与　 　住　　 宅
　　  　(　  同　    上　*2　)
　専　　　用　　　住　 　　宅 2)
　  　(　  同　      上　*3　)
　店 舗 その他 の 併 用 住 宅 2)
　　持　　　　 ち　　　　　家
　　借　　　　　　　　　　 家

（平成30年）第126表  住宅の種類(2区分)、住宅の所有の関係(5区分)、建て方(4区分)、構造(4区分)、省エネルギー設備等（7区分)別住宅数－全国、都道府県、21大都市

総　　　数
住   宅    の    種  類 (2区分)、
住 宅 の 所 有 の 関 係 (5区分)、
建        て         方 (4区分)、
構                   造 (4区分) あ　り な　し あ　り な　し 一部の窓に な　し

1) あ　   り

全　　　　　　　　　　　 国
住　　 　宅　　　総　 　　 数 2) 1)　省エネルギー設備等「不詳」を含む。
　　　　　木造(防火木造を除く) 2)　住宅の所有の関係 ｢不詳｣ を含む。
　　　　　防 　火　　木　  造
　　　　　非　 　 木　　　 造
　　　　　そ　 　 の　 　　他
　　　　一　　　 戸　　　　建
　　　　　(　　同　　上　*1　)
　　　　長　　　 屋　　　　建
　　　　　(　　同　　上　*1　)
　　　　共　　同　　住　 　宅
　　　　　(　　同　　上　*1　)
　　　　そ　　　 の　　　　他

　　　　　(　　同　　上　*1　)

　　持　　　　 ち　　　　　家

　　  　(　  同　    上　*2　)

　　借　　　　　　　　　　 家

　　  　(　  同　    上　*2　)

　　　公 　営　 の　 借　  家

　　  　(　  同　    上　*2　)

　 　　都 市 再 生 機 構 (UR)
        ･  公  社  の  借  家
　　  　(　  同　    上　*2　)
　　　民　 　営　　借　 　 家
　　  　(　  同　    上　*2　)
　　　給　 　与　 　住　　 宅
　　  　(　  同　    上　*2　)
　専　　　用　　　住　 　　宅 2)
　  　(　  同　      上　*3　)
　店 舗 その他 の 併 用 住 宅 2)
　　持　　　　 ち　　　　　家
　　借　　　　　　　　　　 家

⇒「省エネルギー設備等」に係る上記以外の結果表の表記についても、同様の変更を行う。

省　　エ　　ネ　　ル　　ギ　　ー　　設　　備　　等

太陽熱を利用した
温 水 機 器  等

太陽光を利用した
発   電   機  器

二重サッシ又は複層ガラスの窓

省　　エ　　ネ　　ル　　ギ　　ー　　設　　備　　等

太陽熱を利用した
温 水 機 器  等

太陽光を利用した
発   電   機  器

二重以上のサッシ又は複層ガラスの窓

すべての窓
に

あ　　  り

すべての窓
に

あ　　  り

*1

*2

*3

*1

*2

*3



○調査事項【購入・新築・建て替え等】の選択肢区分の変更に伴う結果表様式の変更について
（平成25年）第135表  住宅の種類(2区分),建築の時期(14区分),延べ面積(6区分),購入･新築･建て替え等(7区分)別持ち家数－全国,大都市圏

総　　　数 中古住宅を 新　　　 築 建 て 替 え 相続・贈与 そ　の　他
購　　　入 (建て替えを で  取  得

総　　　数 都市再生機構 民　　　間  除 　　く)
(UR)･公社
な　　　ど

全                      国
持　　ち　　家　　 総　　 数
       　29   ㎡    以    下
     　  30     ～      49㎡
       　50     ～      69     平　　 成　　 24　　  年
       　70     ～      99 　　    ( 同  　　 上 *1 )
      　100     ～     149     平成 25 年 １月 ～  ９月
      　150　 ㎡　　以　　上 　　    ( 同  　　 上 *1 )
　　 １住宅当たり延ベ面積(㎡)     不                    詳
　　昭　 和　25　年  以 　前   専      用      住      宅
　　    ( 同  　　 上 *1 ) 　　  ( 同  　　 上 *2 )
    昭和 26年  ～       35年   店 舗 その他の 併 用 住 宅
　　    ( 同  　　 上 *1 ) 　　  ( 同  　　 上 *1 )
    昭和 36年  ～       45年     昭　 和　25　年  以 　前
　　    ( 同  　　 上 *1 )     昭和 26年  ～       35年
    昭和 46年  ～       55年     昭和 36年  ～       45年
　　    ( 同  　　 上 *1 )     昭和 46年  ～       55年
    昭和 56年  ～  平成 ２年     昭和 56年  ～  平成 ２年
　　    ( 同  　　 上 *1 )     平成 ３年  ～       ７年
    平成 ３年  ～       ７年     平成 ８年  ～       12年
　　    ( 同  　　 上 *1 )     平成 13年  ～       17年
    平成 ８年  ～       12年     平成 18年  ～       20年
　　    ( 同  　　 上 *1 )     平　　 成　　 21　　  年
    平成 13年  ～       17年     平　　 成　　 22　　  年
　　    ( 同  　　 上 *1 )     平　　 成　　 23　　  年
    平成 18年  ～       20年     平　　 成　　 24　　  年
　　    ( 同  　　 上 *1 )     平成 25 年 １月 ～  ９月
    平　　 成　　 21　　  年     不                    詳
　　    ( 同  　　 上 *1 )
    平　　 成　　 22　　  年
　　    ( 同  　　 上 *1 )
    平　　 成　　 23　　  年
　　    ( 同  　　 上 *1 )

（平成30年） 第92表　住宅の種類(2区分)、建築の時期(14区分)、延べ面積(6区分)、購入･新築･建て替え等(8区分)別持ち家数－全国、大都市圏

総　　　数 新　　　 築 建 て 替 え 相続・贈与 そ　の　他
リフォーム後 リフォーム前 (建て替えを で  取  得

総　　　数 都市再生機構 民　　　間  除 　　く)
(UR)･公社
な　　　ど

全                      国
持　　ち　　家　　 総　　 数
       　29   ㎡    以    下
     　  30     ～      49㎡
       　50     ～      69     平　　 成　　 28　　  年
       　70     ～      99 　　    ( 同  　　 上 *1 )
      　100     ～     149     平　　 成　　 29　　  年
      　150　 ㎡　　以　　上 　　    ( 同  　　 上 *1 )
　　 １住宅当たり延ベ面積(㎡)     平成 30 年 １月 ～  ９月

　　昭　 和　25　年  以 　前 　　    ( 同  　　 上 *1 )

　　    ( 同  　　 上 *1 )     不                    詳

    昭和 26年  ～       35年   専      用      住      宅

　　    ( 同  　　 上 *1 ) 　　  ( 同  　　 上 *2 )

    昭和 36年  ～       45年   店 舗 その他の 併 用 住 宅

　　    ( 同  　　 上 *1 ) 　　  ( 同  　　 上 *1 )

    昭和 46年  ～       55年     昭　 和　25　年  以 　前

　　    ( 同  　　 上 *1 )     昭和 26年  ～       35年

    昭和 56年  ～  平成 ２年     昭和 36年  ～       45年

　　    ( 同  　　 上 *1 )     昭和 46年  ～       55年

    平成 ３年  ～       ７年     昭和 56年  ～  平成 ２年

　　    ( 同  　　 上 *1 )     平成 ３年  ～       ７年

    平成 ８年  ～       12年     平成 ８年  ～       12年

　　    ( 同  　　 上 *1 )     平成 13年  ～       17年

    平成 13年  ～       17年     平成 18年  ～       22年

　　    ( 同  　　 上 *1 )     平成 23年  ～       25年

    平成 18年  ～       22年     平　　 成　　 26　　  年

　　    ( 同  　　 上 *1 )     平　　 成　　 27　　  年

    平成 23年  ～       25年     平　　 成　　 28　　  年

　　    ( 同  　　 上 *1 )     平　　 成　　 29　　  年

    平　　 成　　 26　　  年     平成 30 年 １月 ～  ９月

　　    ( 同  　　 上 *1 )     不                    詳

    平　　 成　　 27　　  年

　　    ( 同  　　 上 *1 )

新 築 の 住 宅 を 購 入
  住  宅  の  種  類 ( 2区分),
  建  築  の  時  期 (14区分),
  延　  べ　 面　 積 ( 6区分)

新 築 の 住 宅 を 購 入
  住  宅  の  種  類 ( 2区分)、
  建  築  の  時  期 (14区分)、
  延　  べ　 面　 積 ( 6区分)

⇒「購入・新築・建て替え等の状況」に係る上記以外の結果表についても、同様の変更を行う。

中古住宅を購入

*2

*1

*2

*1



○調査事項【増改築・改修工事等】の選択肢区分の変更に伴う結果表様式の変更について
（平成25年）第145表  住宅の種類(2区分),建築の時期(10区分),平成21年以降の増改築･改修工事等(9区分)別持ち家数－全国,大都市圏,都市圏,都道府県,21大都市

総　　　数 増改築･改修

東日本大震災 工 事 等 を

住宅の種類(2区分), 総　　　数 増築･間取り 台所･トイレ 天  井 ･ 壁 屋根･外壁等 壁 ･ 柱･ 窓･壁等の その他の に　 よ 　る して いない

建築の時期(10区分) の　変　 更 ･浴　　  室 ･ 床  等 の の 改修工事 基礎等の 断熱･結露 工　　事 被 災箇 所の

･洗 面 所の 内  装   の 補強工事 防止工 事 改 修工 事を

改 修 工 事 改 修 工 事 し    　 た

1)2)

全　　　　　　　　　　国 1)  増改築・改修工事等をした「不詳」を含む。
持　　ち　　家　　総　　数 3) 2)　複数回答であるため，内訳の合計とは必ずしも一致しない。
　　昭　和　25　年　以　前 3)  建築の時期「不詳」を含む。
　　昭和26年　～　　　35年
　　昭和36年　～　　　45年
　　昭和46年　～　　　55年
　　昭和56年　～　平成２年
　　平成３年　～　　　７年
　　平成８年　～　　　12年
　　平成13年　～　　　17年
　　平成18年　～　　　22年
　　平成23年　～　25年９月
　専　　 用　　　住　　 宅 3)
　　 (　 同  　　   上 )
　店舗 その他 の 併用 住宅 3)
　　 (　 同  　　   上 )

（平成30年）第143表  住宅の種類(2区分)、建築の時期(10区分)、平成26年以降の増改築･改修工事等(8区分)別持ち家数－全国、大都市圏、都市圏、都道府県、21大都市

総　　　数 増改築･改修

工 事 等 を

住宅の種類(2区分), 総　　　数 増築･間取り 台所･トイレ 天  井 ･ 壁 屋根･外壁等 壁 ･ 柱･ 窓･壁等の その他の して いない

建築の時期(10区分) の　変　 更 ･浴　　  室 ･ 床  等 の の 改修工事 基礎等の 断熱･結露 工　　事
･洗 面 所の 内  装   の 補強工事 防止工 事
改 修 工 事 改 修 工 事

1)2)

全　　　　　　　　　　国 1)  増改築・改修工事等をした「不詳」を含む。
持　　ち　　家　　総　　数 3) 2)　複数回答であるため，内訳の合計とは必ずしも一致しない。
　　昭　和　25　年　以　前 3)  建築の時期「不詳」を含む。
　　昭和26年　～　　　35年
　　昭和36年　～　　　45年
　　昭和46年　～　　　55年

　　昭和56年　～　平成２年

　　平成３年　～　　　７年

　　平成８年　～　　　12年

　　平成13年　～　　　17年

　　平成18年　～　　　22年

　　平成23年　～　　　27年

　　平成28年　～　30年９月

　専　　 用　　　住　　 宅 3)

　　 (　 同  　　   上 )

　店舗 その他 の 併用 住宅 3)

　　 (　 同  　　   上 )

⇒「増改築・改修工事等」に係る上記以外の結果表についても、同様の変更を行う。

増　　改　　築　　･　　改　　修　　工　　事　　等　　を　　し　　た

増　　改　　築　　･　　改　　修　　工　　事　　等　　を　　し　　た



○調査事項【土地の所有状況】の区分の変更に伴う結果表様式の変更について

（平成25年）第290表  家族類型(19区分)･世帯の種類(3区分),１人当たり居住室の畳数(9区分),住宅･土地の所有状況(17区分)別普通世帯数（高齢夫婦世帯数，
　　　　 65歳以上の世帯員のいる世帯数，住宅に同居する１人の準世帯―特掲）＜乙＞－全国,都道府県,21大都市

総       数

 総       数
  家    族     類     型 (19区分)･
  世   帯   の   種   類 ( 3区分), 総　　　数   現 住 居 現 住 居の 農地・山林 現住居以外 現住居以外の現住居の敷 現住居以外
  １人当たり居住室の畳数 ( 9区分)   以 外 の 敷地以外の を　所　有 の住宅・現 住宅･農地･ 地以外の宅 の住宅・現

  住 宅 を 宅地などを 住居の敷地 山林を所有 地など･農地 住居の敷地
  所    有 所      有 以外の宅地 山林を所有 以外の宅地

などを所有 など･農地･
1) 2) 4) 山林を所有

全                        国
普   通   世    帯    総   数 6)7)
(その１.家　    族　　  類　   型)
　親        族        世       帯
　　核 　  家　　 族　 　世    帯 総       数
　　　夫  婦  の  み  の  世   帯
　　　夫婦と 子供 から 成る 世 帯 いずれも 総　　　数   現 住 居 現 住 居の いずれも 総　　　数   現 住 居 現 住 居の
        夫婦の いずれかが 家計 を 所有して   以 外 の 敷地以外の 所有して   以 外 の 敷地以外の
　　　　 主 に 支える 者 の 世 帯 い な い   住 宅 を 土地を所有 い な い   住 宅 を 土地を所有
　　　　子 供  が 家 計 を  主 に   所    有   所    有

略
4) 2)  4)

(その２.世    帯   の    種    類,
 １ 人 当 た り 居 住 室 の 畳 数)
　主　　  　　　世　　     　　帯 7)

略

いずれも 総　　　数   現 住 居 現 住 居の いずれも
所有して   以 外 の 敷地以外の 所有して
い な い   住 宅 を 土地を所有 い な い

  所    有

4)

（平成30年）第170表  家族類型(19区分)、世帯の種類(3区分)、１人当たり居住室の畳数(9区分)、住宅･土地の所有状況(17区分)別普通世帯数（高齢夫婦世帯数、
　　　　 65歳以上の世帯員のいる世帯数、住宅に同居する１人の準世帯―特掲）＜乙＞－全国、都道府県、21大都市

総       数

 総       数
  家    族     類     型 (19区分)、
  世   帯   の   種   類 ( 3区分)、 総　　　数   現 住 居 現 住 居の 農地 山林 現住居以外 現住居以外の現住居の敷
  １人当たり居住室の畳数 ( 9区分)   以 外 の 敷地以外の を　所　有 を　所　有 の住宅・現 住宅･農地･ 地以外の宅

  住 宅 を 宅地などを 住居の敷地 山林を所有 地など･農地･
  所    有 所      有 以外の宅地 山林を所有

などを所有
1) 2) 4)

全                        国

普   通   世    帯    総   数 6)7)

(その１.家　    族　　  類　   型)

　親        族        世       帯

　　核 　  家　　 族　 　世    帯

　　　夫  婦  の  み  の  世   帯

　　　夫婦と 子供 から 成る 世 帯 現住居以外 いずれも 総　　　数   現 住 居 現 住 居の いずれも

        夫婦の いずれかが 家計 を の住宅・現 所有して   以 外 の 敷地以外の 所有して

　　　　 主 に 支える 者 の 世 帯 住居の敷地 い な い   住 宅 を 土地を所有 い な い

　　　　子 供  が 家 計 を  主 に 以外の宅地   所    有

略 など･農地･

山林を所有 4)

(その２.世    帯   の    種    類、

 １ 人 当 た り 居 住 室 の 畳 数)

　主　　  　　　世　　     　　帯 7)

略

総       数

総　　　数   現 住 居 現 住 居の いずれも 総　　　数   現 住 居 現 住 居の いずれも

  以 外 の 敷地以外の 所有して   以 外 の 敷地以外の 所有して

  住 宅 を 土地を所有 い な い   住 宅 を 土地を所有 い な い

  所    有   所    有

2)  4) 4)

現 住 居 を 所 有 し て い な い 

現 住 居 の 敷 地 を 所 有 し て い な い

現 住 居 を 所 有 し て い る 5) 現 住 居 を 所 有 し て い な い

現 住 居 の 敷 地 を 所 有 し て い る 3)

現 住 居 を 所 有 し て い る 5)

現 住 居 を 所 有 し て い な い

現 住 居 の 敷 地 を 所 有 し て い な い

現 住 居 を 所 有 し て い な い 現 住 居 を 所 有 し て い る 5) 

現 住 居 の 敷 地 を 所 有 し て い る 3)

現 住 居 を 所 有 し て い る 5)



○調査事項【現住居の敷地以外に所有する宅地などの土地の利用状況】の選択肢区分の変更に伴う結果表様式の変更について

（平成25年）第298表　現住居の所有の関係(2区分),現住居の敷地以外に所有する宅地などの所有形態(2区分)･取得方法(5区分)・取得時期(7区分)・利用現況(12区分)・
　　　   宅地などの主たる使用者(4区分)別現住居の敷地以外の宅地などを所有する普通世帯数,所有件数及び１件当たり所有面積(住宅に同居する一人の準世帯,
         現住居の敷地を所有している普通世帯-特掲)＜乙＞－全国

現住居 の 敷地 以外 に 所有 する
宅 地 な どの所 有 形 態( 2区分)･
取 　　得 　　方　　 法 ( 5区分)・
取 　　得 　　時　　 期 ( 7区分)・ 総     数
利　　 用　　 現　　 況 (12区分)・
宅 地 などの主たる使用者( 4区分) 持 ち 家 持ち家以外

全　　　　　　　　　　　　　国
総　　　             数
(その１.現 住居の 敷 地 以 外 に 
 所有する 宅 地 な ど の 所有形態)

略
(その２.宅 地 な ど の 取得方法）

略
(その３.宅 地 な ど の 取得時期）

略
(その４.宅 地 な ど の 利用現況）
　主に 建物の敷地 と し て 利 用
　　一   戸   建  専  用  住  宅
    一 戸 建 店 舗 等 併 用 住宅
　　共  同  住  宅 ・ 長  屋  建
    事    務    所  ・  店    舗
    工　　 場　　・　　倉　　 庫
    ビ　  ル 　型 　駐　 車　 場
　　そ　  の 　 他　 の　 建  物
　主 に 建 物 の 敷 地以外に利用
    屋　　外　　駐　　 車　 　場
　　資　　　 材　　　置　 　　場
　　ス ポーツ ・ レ ジ ャー 用地
    そ 　の　 他  　に　 利　 用
　利用していない(空き地,原野など)
(その５.宅 地 などの主たる使用者）

略

（平成30年）第181表　現住居の所有の関係(2区分)、現住居の敷地以外に所有する宅地などの所有形態(2区分)、取得方法(5区分)、取得時期(7区分)、利用現況(12区分)、
　　　   宅地などの主たる使用者(4区分)別現住居の敷地以外の宅地などを所有する普通世帯数,所有件数及び１件当たり所有面積＜乙＞－全国

現住居 の 敷地 以外 に 所有 する
宅 地 な どの所 有 形 態( 2区分)、
取 　　得 　　方　　 法 ( 5区分)、
取 　　得 　　時　　 期 ( 7区分)、 総     数
利　　 用　　 現　　 況 (12区分)、
宅 地 などの主たる使用者( 4区分) 持 ち 家 持ち家以外

全　　　　　　　　　　　　　国
総　　　             数
(その１.現 住居の 敷 地 以 外 に 
 所有する 宅 地 な ど の 所有形態)

略
(その２.宅 地 な ど の 取得方法）

略
(その３.宅 地 な ど の 取得時期）

略
(その４.宅 地 な ど の 利用現況）

住 宅 用 地 ・ 事 業 用 地
　主に 建物の敷地 と し て 利 用
　　一   戸   建  専  用  住  宅
    一 戸 建 店 舗 等 併 用 住宅
　　共  同  住  宅 ・ 長  屋  建
    事    務    所  ・  店    舗
    工　　 場　　・　　倉　　 庫
    ビ　  ル 　型 　駐　 車　 場
　　そ　  の 　 他　 の　 建  物
　主 に 建 物 の 敷 地以外に利用
    屋　　外　　駐　　 車　 　場
　　資　　　 材　　　置　 　　場
　　ス ポーツ ・ レ ジ ャー 用地
    そ 　の　 他  　に　 利　 用
　利 用 し て い な い (空 き 地)
そ　の　他　(原　野　な　ど)

(その５.宅 地 などの主たる使用者）
略

      同様の変更を行う。

現 住 居 の 所 有 の 関 係

 (  同　　　左　)  (  同　　　左　)

⇒「現住居の敷地以外に所有する宅地などの利用現況」に係る上記以外の結果表についても、

現住居の敷地以外の宅地などを
所有する普通世帯総数  1)

現住居の敷地以外の
宅地などの所有件数

１件当たり所有面積(㎡)

現住居の敷地以外の宅地などを
所有する普通世帯総数  1)

現住居の敷地以外の
宅地などの所有件数

１件当たり所有面積(㎡)

現 住 居 の 所 有 の 関 係

 (  同　　　左　)  (  同　　　左　)
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